
令和3年度
西原町会計年度任用職員を募集しています！

■採用期間（更新可能性あり）▶令和3年4月1日～令和4年3月31日
■受付及び書類提出▶9：00～17：15（土・日・休日及び12：00～13：00を除く）

西原町では、会計年度任用職員として、下記のとおり任用職員を募集します。

　自筆履歴書1通（要写真添付）及び、資格要件等がある職種についてはその証明書等の写しを総務課または教育総
務課へ提出してください。詳細は、町ホームページ（トップページ→新着情報）を確認、または下記までお問い合わせく
ださい。

【お問い合わせ】　①総務部　総務課　職員係　☎098-945-5011　②教育部　教育総務課　☎098-945-3655

※その他職種につきましては、募集内容が決定次第町ホームページにてお知らせします。

■職種区分及び職務内容等

①

一般事務補助任用職員 一般的な事務処理業務

②

職　種 主な業務内容 資格・要件等

職　種 主な業務内容 資格・要件等

西原町に住所を有する者で高等学校卒業以上の学歴
を有する者（障害者手帳所持者含む）

保育所での保育業務（職員年休、週休時の代
替）
母子保健・特定保健指導等に関する保健指導
業務

大学等で考古学・歴史学を専攻した者または、学芸員
資格を有する者

小・中学校教員免許を有する者
＊他校種免許についてはお問い合わせください

大学等で考古学・歴史学を専攻した者または、3年以上
文化財に関する資料整理経験者

小中学校への児童生徒への学習支援及び教
育活動指導
小中学校にて発達障がい等を持つ児童生徒
の安全面の指導や学習指導
小中学校の支援を要する児童生徒等への支
援に関する業務

加配保育士業務任用職員

年休代替保育士業務任用職員

保健師業務任用職員

臨床心理士任用職員

文化振興業務任用職員

文化財調査業務任用職員

文化財資料整理業務任用職員

学習支援員任用職員

特別支援教育支援員任用職員

特別支援教育支援心理士任用職員

幼稚園預かり保育業務任用職員

幼稚園預かり保育補助業務任用職員

幼稚園特別支援教育業務任用職員

幼稚園特別支援教育補助業務任用職員

年休代替幼稚園業務任用職員

保育所での保育業務

小児発達相談支援に関する業務

文化振興業務

文化財調査業務

文化財資料整理業務

幼稚園預かり保育業務

幼稚園預かり保育補助業務

幼稚園特別支援教育業務

幼稚園特別支援教育補助業務

幼稚園教諭業務（職員年休時の代替）

保育士の資格を有する者

保育士の資格を有する者

保健師免許を有する者

臨床心理士の資格を有する者

3年以上文化財に関する資料整理経験者

＊要件等についてはお問い合わせください

臨床心理士または公認心理師

幼稚園教諭免許又は保育士資格を有する者

＊要件等についてはお問い合わせください

幼稚園教諭免許を有する者

＊要件等についてはお問い合わせください

幼稚園教諭免許を有する者

【お問い合わせ】西原町人材育成会（西原町教育委員会教育総務課内）☎098-945-3655

令和 2年12月１日（月）～12月28日（月）9 時～17 時　※12時～13 時、土日祝日を除く

高校等の入学支度金を支給します

インフルエンザ予防接種費用助成

※事前に予約が必要な場合があります　※町外医療機関については町 HPで確認または下記へお問い合わせください。

お問い合わせ　健康支援課 保健予防係　☎098-945-4791

西原町人材育成会

受付期間

①　令和 3年度に高等学校等に入学予定の者。
②　中学校入学時から基準日までの学習成績の評定が4.0 以上であること。
　　（ただし、学校教育活動の一環として、運動競技または文化的活動において県代表となった
　　生徒は評定 3.8 以上）
③　学校長が推薦する者。
④　保護者または対象生徒が12月1日現在、西原町内に 3 年以上住所を有すること。
⑤　令和 2年度住民税非課税世帯（生活保護世帯を除く）
　　注）単身赴任等で別世帯に居住している者も同一世帯とみなす。
※必要書類の様式や応募資格の詳細については、西原町ホームページ「こども子育て支援ガイド」
　（トップページ→サポート・助成制度）に掲載していますのでご確認ください。

①～⑤すべてを
満たすもの

応募資格

　インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の症状が似ていることから、インフルエンザ発症及
び重症化を予防するために、新型コロナウイルス地域創生臨時交付金を活用して、令和2年度に限
り、インフルエンザ行政措置予防接種の費用を一部助成します。
■ 対象者
　接種日時点で西原町に住民登録のある下記の方
①妊婦
②生後6か月～小学2年生
③60歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回
りの生活を極度に制限される方（身体障害者手帳1級程度）

■ 実施期間　　令和２年11月16日～令和３年２月28日まで
■ 自己負担額　1,000円 （1人1回限り）
※生活保護受給の方は「被保護証明書」を提示することで、自己
負担額免除となります。

※既に１回目接種したお子様は、２回目接種時に助成の対象と
なります。

■ 予防接種を受ける際に必要なもの
①身分証明書（保険証など住所、氏名、年齢が確認できるもの）
②親子（母子）手帳や健康手帳など接種の記録ができるもの

すでに接種された方は、健康支援課までご相談ください

予防接種助成対象者を拡
大しました

【重要】
医療機関備え付けの予診票をご利用ください。
予防接種をする際の予診票の署名をもって、予防接種及び本
町へ予診票が提出される事に同意したものとします。

町内の指定医療機関
あいわクリニック
アドベンチストメディカルセンター
いちょう内科あしとみ
玄米クリニック
SAKU 整形クリニック
（13歳以上より実施）

しらかわ内科
（中学生以上より実施）
城間医院
しんざと内科
のびのび整形外科
（20歳以上より実施）

とうま内科
（13歳以上より実施）
ハートライフクリニック
（妊婦対応不可）
ゆいゆい内科クリニック
太田小児科医院

946‐5558
946‐2833
944‐4444
944‐6663

882‐0001

944‐3550

945‐4551
946‐5500

946‐5717

946‐3799

882‐0810

946‐0055
946‐5081

※全職種共通要件：高等学校卒業以上の学歴を有する者・要運転免許
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